
【新旧対照表】  

四万十町まちづくり計画 

改正後 改正前 

第１章 序論 

１．計画の策定方針 

(3) 計画の期間 

本計画の期間は、平成18年度から平成32年度までの15年間とします。 

第１章 序論 

１．計画の策定方針 

(3) 計画の期間 

本計画の期間は、平成18年度から平成27年度までの10年間とします。 

第３章 計画策定の考え方 

～ 上から12行目 ～ 

社会の成熟化、高度情報化、技術の高度化、国際化、少子・高齢化、過疎化など

は高度成長期から引き続き進んでいますが、一方では、自然とのふれあい、いなか

暮らし、伝統文化を求める人々、健康な食生活にこだわる人々が増えるなど、ふる

さと志向の高まりなどもみられます。 

第３章 計画策定の考え方 

～ 上から12行目 ～ 

社会の成熟化、高度情報化、技術の高度化、国際化、少子・高齢化、過疎化など

は高度成長期から引き続き進んでいますが、一方では、自然とのふれあい、いなか

暮らし、伝統文化を求める人々、健康な食生活にこだわる人々が増え続け、ふるさ

と志向の高まりなどもみられます。 

第６章 まちづくりの基本的方向（施策の大綱） 

２．人が元気で生き生きしていること 

（健康づくりと疾病の予防・早期発見） 

新町の住民一人ひとりが規則正しい生活習慣の確立に努め、健康づくりに取り組

むために、健康増進活動（栄養・運動・休養）の充実を図り、疾病の予防と早期発

見に努めます。地域医療については、地域医療機関の役割分担と相互連携、国民健

康保険診療所の機能強化を行うなど、地域保健・医療体制の充実を図ります。 

第６章 まちづくりの基本的方向（施策の大綱） 

２．人が元気で生き生きしていること 

（健康づくりと疾病の予防・早期発見） 

新町の住民一人ひとりが規則正しい生活習慣の確立に努め、健康づくりを推進す

るため、健康増進活動（栄養・運動・休養）の充実を図り、疾病の予防と早期発見

に努めます。地域医療については、地域医療機関の役割分担と相互連携、国民健康

保険診療所の機能強化を行うなど、地域保健・医療体制の充実を図ります。 

第８章 重点プロジェクト 

３．安心・安全の定住条件づくりプロジェクト 

⑤住民の生活改善や健康づくり活動への支援 

第８章 重点プロジェクト 

３．安心・安全の定住条件づくりプロジェクト 

⑤住民の生活改善や健康造り活動への支援 

第12章 財政計画 

２．財政計画の期間 

財政計画の期間は、まちづくり計画の期間に合わせて合併後15年間とします。 

第12章 財政計画 

２．財政計画の期間 

財政計画の期間は、まちづくり計画の期間に合わせて合併後10年間とします。 



改正後 改正前 

３．設定条件 ３．設定条件 

【全般的事項】 

・平成25年度以前 … 決算額を計上しています。 

・平成26年度   … 決算見込額を計上しています。 

・平成27年度   … 平成27年度当初予算額に、平成26年度からの繰越額を加えた

額を計上しています。ただし、歳入のうち普通交付税及び臨

時財政対策債については決定見込額を計上しています。 

・平成28年度以降 … 中期財政計画（平成26年12月改訂版）による推計に、今回の

合併特例事業を追加した額を計上しています。 

 

【平成28年度以降の個別事項】 

(1)歳入 

 

(1)歳入 

●地方税 

個人住民税については、平成25年度の実績額をベースに、将来推計人口（生産年

齢人口）の減少に連動して推移するものとして推計。他の地方税については平成25

年度の実績額をベースに過去調定額の増減率の平均で算定しています。 

●地方税 

個人住民税については、平成15年度の実績額をベースに、将来推計人口（生産年

齢人口）の減少に連動して推移するものとして推計。他の地方税については平成15

年度の実績額が将来も一定で推移するものとして算定しています。 

●地方譲与税・交付金 

平成 25年度の実績及び平成 26年度の決算見込額をもとに各年度個別に算定して

います。 

●地方譲与税・交付金 

平成15年度の実績額が将来も一定で推移するものとして算定しています。 

●地方交付税 

普通交付税については、平成26年度決定額をベースに、合併による算定の特例

（算定替）、公債費の推計に伴う公債費算入分、及び将来推計人口の減少分等を反

映し算定しています。特別交付税については、平成25年度決定額をベースに、毎年

一定の割合で減少するものとして算定しています。 

●地方交付税 

普通交付税については、平成16年度見込額をベースに、合併による算定の特例

（算定替）、合併直後の臨時的経費にかかる財政措置などを見込み、将来推計人口

の減少分等を反映し算定しています。特別交付税については、平成15年度実績を基

本に、36％減少するものと試算し、以降は現状維持として算定しています。 

●分担金及び負担金 

平成 25年度の実績及び平成 26年度の決算見込額をもとに各年度個別に算定して

います。 

●分担金及び負担金 

平成15年度の実績額が将来も一定で推移するものとして算定しています。 



改正後 改正前 

●使用料及び手数料 

平成 25年度の実績及び平成 26年度の決算見込額をもとに各年度個別に算定して

います。 

●使用料及び手数料 

平成15年度の実績額が将来も一定で推移するものとして算定しています。 

●国庫支出金・県支出金 

投資的経費に係るものについては、総合振興計画事業を反映させるとともに、平

成29年度以降については過去の実績値より算出した財源充当率を乗じて算定してい

ます。その他の経費に係るものについては、平成25年度の実績及び平成26年度の決

算見込額をもとに各年度個別に算定しています。 

●国庫支出金・県支出金 

各年度の投資的経費の合計に過去の実績値より算出した財源充当率を乗じて算定

し、他の経費に係るものについては、過去10年間の平均値、平均変動率を使用して

算定しています。また、合併に係る財政支援分（合併市町村補助金、新しい町づく

り交付金）を見込んでいます。 

●財産収入・寄付金 

平成 25年度の実績及び平成 26年度の決算見込額をもとに見込んだ額が、一定で

推移するものとして算定しています。 

●財産収入・寄付金 

平成15年度の実績額及び過去10年間の平均額が将来も一定で推移するものとして

算定しています。 

●地方債 

新町建設計画に伴う合併特例債及び総合振興計画事業をもとに算定するとともに、

今後の地方財政計画見込み等により臨時財政対策債を算定しています。なお、合併特

例債のうち建設事業分については、建設計画事業を勘案し各年度個別に計上するとと

もに、基金造成分については計画期間の延長に伴い、発行可能額を増額しています。 

●地方債 

新町建設計画に伴う合併特例債及び通常の建設事業債を算定するとともに、過去

の実績をもとに臨時財政対策債、減税補てん債等を算定しています。なお、合併特

例債は、建設事業分については、発行上限額の50％、基金造成分については、

100％を計上しています。 

(1)歳出 (1)歳出 

●人件費 

職員給については、平成25年度の実績及び平成26年度の組織機構の見直しや定員

管理適正化計画に基づく職員数をもとに算定しています。議員については18名（固

定）、特別職については3人、その他の人件費については平成25年度の実績及び平

成26年度の決算見込額をもとに各年度個別に算定しています。 

●人件費 

職員については、平成16年4月1日現在の在職者を基準にし、平成27年度までの定

年退職者補充率を1/3として算定しています。議員については、合併後1年は、在任

特例を活用し、2年目以降は26人で算定しています。特別職については、4人として

算定しています。 

●物件費 

平成 25年度の実績及び平成 26年度の決算見込額をもとに各年度個別に算定して

います。 

●物件費 

合併5年後に類似団体の数値まで段階的に削減し、以降はその90％に削減するも

のとして算定しています。 



改正後 改正前 

●維持補修費・扶助費 

平成 25年度の実績及び平成 26年度の決算見込額をもとに各年度個別に算定して

います。 

●維持補修費・扶助費 

平成15年度の実績額が将来も一定で推移するものとして、算定しています。 

●補助費等 

平成 25年度の実績及び平成 26年度の決算見込額をもとに各年度個別に算定して

います。 

●補助費等 

類似団体の数値を参考に、3町村合算額の90％に削減するものとして算定してい

ます。 

●普通建設事業費 

新町建設計画に伴う合併特例事業及び総合振興計画事業をもとに各年度個別に算

定するとともに、平成29年度以降については過去の実績等をもとに見込んだ一定額

に、合併特例事業を加えた額を計上しています。 

●普通建設事業費 

過去の実績や社会資本整備の状況等を考慮した3町村の合算額を基本に、合併後

10年間については合併特例事業標準事業費の50％分（総額45.2億円、単年度約4.5

億円）を実施するものとし算定しています。 

●公債費 

平成25年度末残高を基本とし、新町建設計画に伴う合併特例事業及び総合振興計

画事業をもとに、新たな地方債の借入れに係る償還額を見込んで算定しています。 

●公債費 

過去の借入れに対する償還額を算定し、合併初年度以降については、合併特例債

や新たな地方債に係る償還額を見込んで算定しています。 

●積立金 

平成25年度の実績及び平成26年度の決算見込額をもとに、合併特例債による基金

の造成や各年度における余剰財源を基金に積み立てるものとして算定しています。 

●積立金 

合併特例債による基金の造成や各年度における余剰財源を基金に積み立てるもの

として算定しています。 

●投資及び出資金・貸付金 

平成 25年度の実績及び平成 26年度の決算見込額をもとに見込んだ額が、一定で

推移するものとして算定しています。 

●投資及び出資金・貸付金 

平成15年度の実績額が将来も一定で推移するもののとして算定しています。 

●繰出金 

各特別会計の将来推計（一般会計繰入金見込額）と、平成 25 年度の実績及び平

成26年度の決算見込額をもとに各年度個別に算定しています。 

●繰出金 

平成15年度の実績額を基本とし算定しています。 
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